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お知らせ お知らせ
▼
募
集
場
所
／

永
和
駅
前
駐
車
場
　
募
集
台
数 

1
台

・
所
在
　
　
大
野
町
郷
西
1
番

・
使
用
料
　
1
台
1
か
月
5
千
円

▼
利
用
開
始
日
／
7
月
1
日(

土)
※

利
用
許
可
期
間
は
最
長
5
年

▼
申
し
込
み
／
6
月
12
日(
月)
〜
23
日(

金)

午
前
9
時
〜
午
後
5
時(

土
・
日
曜
日
を
除

く)

に
財
政
課
に
て
受
付
し
ま
す
。そ
の
際
、

必
ず
車
検
証
の
写
し
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

申
請
書
は
窓
口
で
記
入
で
き
ま
す
。

▼
抽
選
／
6
月
29
日(

木) 

市
役
所
南
館
1
階

午
後
6
時
30
分 

▼
使
用
料
の
納
付
方
法
／
年
2
回
、納
付
書

で
前
納
し
て
く
だ
さ
い
。途
中
で
解
約
す
る

場
合
は
、還
付
請
求
が
で
き
ま
す
。

愛
知
県
で
は
、さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
よ
り

自
分
の
家
庭
で
生
活
で
き
な
い
子
ど
も
達
を

家
庭
に
迎
え
入
れ
温
か
い
愛
情
と
理
解
を

持
っ
て
養
育
す
る「
里
親
」お
よ
び
里
親
を
応

援
し
て
い
た
だ
く「
里
親
サ
ポ
ー
タ
ー
」を
募

集
し
て
い
ま
す
。

里
親
の
話
を
聞
い
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
開
催
日
時
／
7
月
12
日（
水
）

午
前
10
時
30
分
〜
正
午
：
里
親
養
育
体
験
発

表
会

午
後
1
時
〜
2
時
：
里
親
交
流
会（
里
親
サ

ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
）

午
後
2
時
〜
3
時
：
研
修
会（
里
親
サ
ポ
ー

タ
ー
養
成
講
座
）

▼
場
所
／
海
部
総
合
庁
舎 

別
館
会
議
室（
津

島
市
西
柳
原
町
1
ー
14
）

※

事
前
参
加
申
込
が
必
要
で
す
。

▼
試
験
日
／

【
一
般
方
式
】7
月
15
日(

土)

【
Ｓ
Ｐ
Ｉ
方
式
】7
月
1
日（
土
）〜
15
日（
土
）

▼
募
集
職
種
／
技
術
職(
機
械
・
機
械（
高

卒
）・電
気・電
気（
高
卒
）・化
学)

▼
試
験
要
領
・
申
込
書
の
配
布
／
海
部
地
区

環
境
事
務
組
合
総
務
課
で
配
布(
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可) 

▼
受
付
期
間
／
6
月
5
日(

月)

〜
23
日(
金)

必
着

　
食
費
な
ど
の
物
価
高
騰
に
直
面
し
影
響
を

特
に
受
け
る
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対

し
、給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

▼
給
付
額
／
児
童
一
人
当
た
り
一
律
5
万
円

※

た
だ
し
、同
一
児
童
に
か
か
る
ひ
と
り
親

世
帯
分
と
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分
の
給
付
金

は
、重
複
し
て
受
け
取
れ
ま
せ
ん
。

【
ひ
と
り
親
世
帯
分
】

▼
対
象
／
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
令
和
5
年
3
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
が
支

給
さ
れ
た
方

②
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
お
り
、令
和

5
年
3
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受

け
て
い
な
い
方（
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
制

限
限
度
額
を
下
回
る
方
に
限
る
。）

③
食
費
な
ど
の
物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
て

家
計
が
急
変
す
る
な
ど
、収
入
が
児
童
扶
養

手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
と
同
じ
水
準
と

な
っ
て
い
る
方

▼
支
給
手
続
き
／

・
①
に
該
当
す
る
方

申
請
不
要
　※

5
月
中
に
支
給
。

・
②
、③
に
該
当
す
る
方

子
育
て
支
援
課
ま
た
は
各
支
所
へ
令
和
6
年

2
月
29
日（
木
）ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

【
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分
】

▼
対
象
／
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
令
和
4
年
度
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別

給
付
金（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分
）が
支
給
さ

れ
た
方

②
平
成
17
年
4
月
2
日
か
ら
令
和
6
年
2
月

29
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
児
童 (

障
害
児
の
場

合
、
20
歳
未
満)

を
養
育
す
る
父
母
な
ど
で
、

食
費
な
ど
の
物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
て
家

計（
令
和
5
年
1
月
1
日
以
降
の
収
入
）が
急

変
し
、住
民
税
非
課
税
相
当
の
収
入
と
な
っ

た
子
育
て
世
帯

▼
支
給
手
続
き
／

・
①
に
該
当
す
る
方

申
請
不
要
　※

5
月
中
に
支
給
。

・
②
に
該
当
す
る
方

子
育
て
支
援
課
ま
た
は
各
支
所
へ
令
和
6
年

2
月
29
日（
木
）ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。(

た
だ
し
、令
和
6
年
3
月
分
の
児
童
手

当
ま
た
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
認
定
ま
た

は
額
の
改
定
の
認
定
の
請
求
を
し
た
方
は
、

令
和
6
年
3
月
15
日(

金)

ま
で
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。)

　
対
象
の
方
に
は
、順
次
、支
払
通
知
を
送
付

し
ま
す
。

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、毎
年

6
月
に「
児
童
手
当
・
特
例
給
付
現
況
届
」の

提
出
が
必
要
で
し
た
が
、令
和
4
年
度
よ
り

左
記
に
該
当
す
る
方
を
除
き
、現
況
届
の
提

出
は
不
要
で
す
。

【
現
況
届
の
提
出
が
必
要
な
方
】

①
離
婚
協
議
中
で
配
偶
者
と
別
居
し
て
い
る
方

②
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
な
ど
に
よ
り
、住
民

票
の
住
所
地
が
愛
西
市
と
異
な
る
方

③
支
給
要
件
児
童
の
住
民
票
が
な
い
方

④
法
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
、里
親
の
受
給
者

⑤
そ
の
他
、提
出
の
案
内
が
あ
っ
た
方

【
次
の
変
更
事
項
が
あ
っ
た
方
は
、す
み
や
か

に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
】

①
児
童
を
養
育
し
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

対
象
と
な
る
児
童
が
い
な
く
な
っ
た
と
き

②
受
給
者
や
配
偶
者
、児
童
の
住
所
が
変

わ
っ
た
と
き

③
婚
姻
な
ど
に
よ
り
、一
緒
に
児
童
を
養
育

す
る
配
偶
者
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
き

④
離
婚
し
、児
童
を
養
育
し
て
い
た
配
偶
者

が
い
な
く
な
っ
た
と
き

⑤
受
給
者
の
加
入
す
る
年
金
が
変
わ
っ
た
と
き

▼
届
出
の
際
必
要
な
も
の
／

①
受
給
者
の
健
康
保
険
証
コ
ピ
ー

②
継
続
受
給
の
申
立
書

※

児
童
の
監
護
状
況
に
応
じ
て
提
出
す
る
申

立
書
の
種
類
が
異
な
り
ま
す
。詳
し
く
は
子

育
て
支
援
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
届
出
期
間
／
6
月
1
日(

木)

〜
30
日（
金)

（
土・日
曜
日
を
除
く
）

※

現
況
届
の
提
出
が
な
い
場
合
に
は
、
6
月

分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す

の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※

児
童
手
当
・
特
例
給
付
の
所
得
制
限
、支
給

額
は
別
表
の
と
お
り
で
す
。

▼
届
出
先
／
子
育
て
支
援
課
お
よ
び
各
支
所

▼
所
得
制
限
／

▼
支
給
額
／（
児
童
1
人・月
額
）

市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011 https://www.city.aisai.lg.jp/ 市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011 https://www.city.aisai.lg.jp/

6220人
6601人
6982人
7363人
7744人

833.3
875.6
917.8
960
1,002
1,040

858
896
934
972
1,010
1,048

1,071
1,124
1,162
1,200
1,238
1,2768125人

②所得上限限度額（令和4年6月分から）①所得制限限度額
所得額（万円） 収入額の目安（万円） 収入額の目安（万円）所得額（万円）

扶養親族等の数

※請求者（受給者）本人のみの所得で判定します。
※所得金額は、扶養親族が1人増えるごとに38万円が加算されます。
※所得から一律8万円を控除します。
（注意）児童手当法の一部改正により、令和4年6月分（令和4年10月支給分）から児童を養育している方の所得が、上表の②以上の場合、児童手当
等は支給されません。児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②の額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。

中学生

第3子以降

第1子・第2子
3歳～小学生

5，000円15，000円

10，000円

15，000円

10，000円

0歳～3歳
（3歳に到達した月まで）

特例給付
（所得制限以上の方）

児童手当
（所得制限未満の方）児童の年齢

※受給者の所得が所得制
限限度額以上の場合（令
和4年5月分まで）。
※令和4年6月分（令和4
年10月支給分）から受給
者の所得が所得上限限度
額以上の場合は支給され
ません。

　議会事務局  ☎（55）7141

議会6月定例会放映のお知らせ
6月定例会のクローバーTVによる議会放映の日程です。ぜひご覧ください。

会議日 内容 クローバーＴＶ放映日時(ﾁｬﾝﾈﾙ121）

6月1日（木）

6月2日（金）

一般質問

一般質問

6月8日（木）午前10時～・午後7時～

6月9日（金）午前10時～・午後7時～

広報あいさい 2023.6 10広報あいさい 2023.611

健
康
ガ
イ
ド

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

暮
ら
し
に
便
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健
康
ガ
イ
ド

イ
ベ
ン
ト

ま
ち
か
どtopics

ス
ポ
ー
ツ

子
育
て
１
・
２
・
３

あ
い
さ
い
見
聞
録

暮
ら
し
に
便
利

健
康
ガ
イ
ド

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

ま
ち
か
どtopics

子
育
て
１
・
２
・
３

あ
い
さ
い
見
聞
録


